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はじめに

　社会福祉は、生活課題をかかえた人間の生き方についての根源的な関心によって成立し

ている。特に、社会福祉の対人援助を考えるにあたっては、人間をどのような存在として

とらえるか、人と人とのかかわりをどうとらえるかということが重要となる。

　筆者は、対人援助の実際を通して、「人間は、自分を表現したい、自分を知ってもらい

たいとの思いを持っている生き物である」との思いを強くしている。

　そのため、ひとにとって、自分の話を「聴いて」くれる人の存在は、大げさに言えば、生

きる力をも与えてくれる存在にさえなりうる。なぜなら、ひとは、どうでもいいと思って

いる人の話はいい加減に聞き、大切に思っている人の話は心をこめて聞くものだからであ

る。また、ひとにとって、自分を「語ること」は、自分自身が変わっていくことを助ける

力にもなると思っている。なぜなら、自分を語ることで、自分自身を見直す機会を得てい

るからである。

　そこで今回は、「福祉とコミュニケーション」というテーマについて、社会福祉の対人

援助の視点から、特に、対人援助における「聴くこと」と「語ること」に焦点をあてて考え

てみることにしたい。

1．「聴くこと」

（1）「モモ」（1）

　「……モモのところには、入れかわりたちかわり、みんながたずねてきました。・…

・・ cbｪ、ものすごく頭がよくって、何を相談されてもいい考えを教えてあげられたから

でしょうか。なぐさめてほしい人に心にしみいることばを言ってあげられたからでしょう

か。何についても、賢明で正しい判断がくだせたからでしょうか。違うのです。こういう

ことについては、モモはほかの子と同じ程度のことしかできません。……ひょっとする

と魔法が使えたのでしょうか。どんな悩みや苦労もふきはらえるような不思議な呪文でも

知っていたのでしょうか。手相を占うとか、未来を予言するとかができたのでしょうか。

これもあたっていません。小さなモモにできたこと、それはほかでもありません。相手の

話を聞くことでした。……」
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　最初から、引用で申し訳ないが、ミヒャエル・エンデの「モモ」の一節である。「モモ」は、

身寄りもなく住む家もない小さな女の子の話しである。

　相手の話に耳を傾けて聞く、これを「傾聴」というが、「はじめに」でも書いたが、私た

ちは、どうでもいい人の話しは聞き流すこともあるが、大切に思っている人の話は一生懸

命に聞こうとする。そして、相手の気持ちに少しでも近づこうとする。だから、自分の話

に耳を傾けて聴いてもらったとき、ひとは自分が大切に扱われていると感じることができ

る。

　ミヒャエル・エンデの「モモ」の話ではないが、ひとはだれかに自分の悩みを聞いてもら

えただけで不思議なことであるが、自分で自分の問題を解決する力がわいてくるもののよ

うである。社会福祉の対人援助の場で、私たちはこのようなことを時々経験する。ひとは、

自分が人に大切に思われている存在なのだと自覚することができたとき、それが自分で自

分のかかえた問題を解決する力のもととなるのである。

　いみじくも、テリッヒという神学者が「耳を傾けて聴くことは愛である」といっている

が、かみしめてもいいことばだと思う。

（2）バイステックの「ケースワークの原則」（2）より

　社会福祉の対人援助の専門職が持つべき基本的態度や考え方は、「ケースワークの原

理・原則」として整理されている。そのケースワークの原理・原則を表した代表的なもの

のひとつとして、F．　P．バイステックの「ケースワークの原則」があげられる。そのバ

イステックの「ケースワークの原則」では、援助者にとっての「傾聴」の重要性がいたる

ところで強調されている。ここでは、「聴くこと」について考えるにあたり、その主なもの

を再確認しておきたいと思う。

　バイステックは、「ソーシャルワークは、多くの臨床現場で多くのクライエントと関わ

ってきた経験から、社会福祉機関に求められる援助はいかなる場合でも心理的・社会的性

質を持っているという確信を育ててきた」「むろん、クライエントによって情緒の内容や

その強さの程度は異なる。また、社会的問題の内容やその意味もクライエントによって異

なるだろう。さらにクライエントによって生活状況に対処する能力も情緒の成熟度も、パ

ーソナリティーの強さも異なるだろう。しかしこのような相違はあるものの、いかなるク

ライエントも彼らに共通する情緒と態度の基本的な傾向を持っている」（3）とし、心理的・

社会的な問題をかかえるクライエントが共通に持っている人間としての基本的なニーズを

7つに整理した。バイステックは、この7つの原則（4）は「ケースワーカーの行動原理とい

ってよい」とし、「これらの原則はいずれも援助に関する基本的な事実にもとついた原則で

あり、ケースワーカーの援助行動に何らかの影響や指針を与え、ワーカーの行動を導くも

のである」（5）と述べている。
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　そして、ワーカーがそれらの態度や能力を身につけるための前提条件として、偏見や先

入観から自由になること、人間行動に関する知識、クライエントのペースで動く能力、

人々の感情のなかに入っていく能力、バランスのとれたものの見方を持ち続ける能力とと

もに、「クライエントの話を聴く能力とクライエントを観る能力」をあげている。そして

「話さない事柄にも注意深く耳を傾ける」（6）ことの重要性を強調している。

　そして、傾聴という行為に対して、耳を傾けてもらうことで「クライエントは、ケース

ワーカーが現実的な方法で自分の問題を共有しようとしてくれていると感じるものであ

る。そして、彼はケースワーカーが自分の重荷を分かち合ってくれていると感じ、負担を

軽減することができるようになる」（7）と述べている。

（3）聴くことの相互性

　前述したバイステックの「クライエントの話しを聴く能力とクライエントを観る能力」

について、少し考えておきたいことがある。「聴くこと」と「観ること」におけるワーカ

ーとクライエントの関係についてである。

　一般的にとらえられている「傾聴」は、ワーカーのほうが主体となって、クライエント

を客体として「聴くこと」になる。ことばをかえていえば、クライエントを「対象化」す

るということである。「対象化」は、「観ること」すなわち観察とあいまってその傾向をよ

り強めることになる。

　バイステックは「クライエントがことばによって感情を表現しない場合でも、彼らはわ

れわれが目に見える、あるいは耳に聴こえる、さまざまなかたちで感情を表出しているも

のである。たとえば、話し方のスピードの遅さ、ためらいがちな話し方、あるいは早口な

どもなんらかの感情を伝えている可能性がある。またクライエントの表情、姿勢、服装、

手の動かし方なども……手がかりとなる」（8）と述べ、「注意深く、また援助目的を意識

して傾聴するケースワーカーの能力」の重要性を指摘している。ワーカーが一生懸命に聴

こうとすればするほど、相手を対象化することになる。

　ここで考えたいことは、それをもう一歩すすめて援助関係において、どちらか一方の

「主体」ではなく、お互いに「主体的」な関係になるということについてである。佐藤俊

一はそれを「相互性」ということばで表現している。佐藤俊一は「聴くことの相互性とは、

お互いが主体的なあり方をしていることを意味している。聴くという態度で相手の気持ち

をわかることを通して、援助者は自分の気持ちにも気づいていけるのである。クライエン

トの気持ちを、ソーシャルワー一カーは感じながら聴けるということに相互性の意義はある。

……且閧�墲ｩろうとして相手に近づいていくかかわりと、参加することによって相手

がこちらに近づいてくれる働きとが同時に起こることによって「聴ける」ようになるのであ

る。したがって、ワーカーのほうが一方的に聴けるのではなく、その時にはクライエント
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のほうも聴けるようになっていくのである。」（9）と述べている。傾聴における関係性の重

視であるといえよう。傾聴における関係性の重視は、共感的態度の重視につながるともい

える。

　なお、バイステックの「ケースワークの原則」も、原題は「The　casework

relationships」であり、本来は、ケースワーカーのみでなくクライエントの主体的かか

わりも含めた「関係」の原則であると理解しなければならないことを付け加えておきたい。

（4）リピートの持つ力

　「聴くこと」を考えるにあたり、相手のことばをくり返す効果についてふれておきたい。

　相手と気持ちを通わせるために、私たちは「会話」をする。対人援助での会話における

技法のひとつに、相手のことばを繰り返すというものがある。リピートという。

　心をこめた、ていねいなリピートを行うことで、不思議なことであるが、援助者が問題

をかかえて相談に来た人に、なにか役立つことや元気が出るようないいことを何もいって

ないにもかかわらず、問題が解決されてしまうという経験をすることがある。それはなぜ

であろうか。

　ここでは、リピートの持つふたつの力を確認しておきたい。ひとつは、援助者が相手の

ことばを繰り返すことにより、相手が自分のことばを援助者のことばを通してもう一度聴

くことができる。それによって、自分の話したことばの再確認が行われるわけである。こ

れが、リピートの持つ力のひとつ、「明確化」を助ける力である。もうひとつは、援助者が、

相手のことばを繰り返すことにより、「私はあなたのいうことをちゃんと聞いていますよ」

ということを示すことにつながる。これがリピートの持つもうひとつの力、「傾聴」を相手

に伝える力である。

2．「語ること」

（1）0君のこと（1°）

　私が出会った一人の少年の話を紹介したい。

　彼は進行性筋ジストロフィー症という病気であった。進行性筋ジストロフィー症とは筋

肉がだんだん衰え、若くして死にいたるといういまだ治療法のないたいへん厳しい病気で

ある。彼はしゃべらない子どもであった。いわゆる「かん黙」傾向のある子どもであった。

彼の声を聞くことはほとんどなく、彼はただうなずくか、首を横に振るか、穏やかな笑顔

でにっこりと微笑むか、悲しそうな困った顔をするかのいずれかであった。

　高校生になり、だんだんと病気が進み、自分のことが自分でできないことが多くなるに

つれて、「しゃべらないこと」で、様々な問題が生じた。それは彼にとってはつらいこと
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であったが、しかし、「しゃべらないこと」は変わらなかった。そんな彼も、病気が進んで

最期のときを迎えようとしていた。そんな彼が具合が悪いにもかかわらず、自分のことを

話し始めたのである。彼を知るすべての人たちが驚くほどであった。それほど彼の変化は

大きかったのである。それから1週間ほどして、彼の容態は急変した。

　人は誰でも、自分を「語りたい」と思っているものなのだろうか。ずっと、人と話すこ

とをしなかった彼ですらそうであったのだから。私にそんなことを考えさせてくれた0君

との出会いであった。

　「語ること」を考える時、今、「ナラティヴ　narative」ということばが注目されてい

る。「物語」あるいは「語り」を意味するこのことばは、80年代の後半からさまざまな分

野で注目されており、福祉の分野も例外ではない。「ことば」が大きな役割を持ち、そし

て、その「ことば」が「物語」や「語り」のかたちをとる時に大きな力を持つことが注目

されるようになったのである。

　しかし、この稿では、「ナラティヴ」については深入りせず、「語ること」に関しても、

「聴くこと」と同様に、バイステックの「ケースワークの原則」で指摘されていることを

確認することにとどめたい。

（2）バイステックの「ケースワークの原則」より

　「語ること」について考えるにあたり、バイステックの「ケースワークの原則」におい

て、自分自身を表現することの意義について述べられているが、そのいくつかを確認した

い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　そのひとつは、クライエントの自分を表現したいというニードについてである。バイス

テックは、「これまで多くのソーシャルワーカーは、クライエントの自分を表現したいと

いうニードと他者と経験を分かち合いたいと望むニードが、援助関係において大変重要な

意味を持つことを指摘してきた」（11）と述べている。また「クライエントは否定的な感情

と肯定的な感情、そのどちらをも表現する必要性をもっている」とし、「とりわけ否定的

感情を自由に表現したいという二…一・・ドをもっていると、きちんと認識することである」（12＞

と強調している。

　もうひとつは、感情表現は「治療」を助けるという側面についてである。バイステック

は、「クライエントは感情を表出することによって、問題解決の次の段階に進むことがで

きる」（13）とし、クライエントの感情表現は「治療」を助けると指摘する。クライエント

の感情表現は、「クライエントが自分で問題を客観的に把握する過程を助け、解決への歩

みを進める効果を持っている。クライエントの心からいくらかの障害や抑制が取り除かれ、

彼らは自らより明瞭に考え、いっそう正確な推論を行い、さらにより確実な行動を取るよ

うになる。ふつう、クライエントの問題は知識の不足にあるのではなく、感情が緊縮して
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いる状況こそが問題なのである」（14）とし、そして「感情表現は、クライエントが彼の問

題を自ら解決する原動力であるといってよい」と続けている。

（3）いいづらいことを配慮したことばで

　福祉の現場で出会うクライエントのかかえている問題の多くが、できれば人にふれられ

たくないこと、言いたくないことである。しかし、そのことを避けては援助ができないこ

とも事実である。ひとが一番ふれたくないことのひとつが「死」についてであろう。

　筆者は、長い間、進行性筋ジストロフィー症の子どもたちとかかわる仕事をしてきた。

前述の「0君のこと」のところでもふれたが、進行性筋ジストロフィー症は「死」と直面

せざるをえないたいへん厳しい病気である。しかし、進行性筋ジストロフィー症の子ども

たちとかかわる中で「死」を避けることはできない。「死」を避けることのできない子ど

もたちとかかわる仕事を通して、援助者として鍛えられたことのひとつは、いいづらいこ

とを精一杯の配慮をもってことばにすることである。

　ことばをいくら吟味しても、そこに心がこもらなければ何にもならないことは確かであ

る。ことばについて、バイステックも「それがワーカーの『心のなか』をきちんと通過し

た時にだけ意味を持つものである」として「『あなたの気持ちはよくわかる』とか、『きっ

とつらいよね』などのことばは、それがワーカーの心をきちんと通過したものでなければ

効果はない。クライエントは、心を通過しないワーカーのことばを見抜くものである」（15）

と指摘する。また、鷲田清一も「ことばが矢のように飛んでくるとか、ことばが胸に突き

刺さる……ことばに棘がある、ことばが荒れている、ことばが冷たい、硬い、重い、・・

…・ ｱれらの表現は、比喩としてというより文字どおりに受けとめられるべきであろう。

ことばの中身も大事だが、ことばのきめもまた強く働くものである。あるいは語られた内

容にではなく、むしろ語られ方に魅せられるということもある……」（16）といい、表現

や語られ方に注目している。

　筆者自身の拙い経験を通して、援助者として求められる能力のひとつとして、「いいづ

らいことを精一杯の配慮を持ったことばで表現する能力」をあげたいと思う。前述した

「心のなかを通過したことば」や「語られ方」のためには、援助者は豊かな感受性が必要

であり、そのためには、感動する豊かな体験を多くもつことが求められよう。また、いい

づらいことを精一一杯の配慮を持ってことばにするためには、使えることばが貧弱であるよ

りは、豊かであるほうが良いことも事実であろう。そのためには、援助者は、「感動した

体験」と同様に、自分の心を揺り動かした「感動したことば」も大切にしたいものである。

3．「聴くこと」と「語ること」

（1）聞き書きボランティア（17）
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　聞き書きボランティアとは、北海道で数年前に始まった活動で、少しずっ全国に広がっ

ている。お年寄りから自分の人生を語ってもらいそれを書き留めるお手伝いをするボラン

ティアのことである。誰の人生にも、とっておきの思い出話がある。何年もの長い間心に

とめてきたこと、家族にさえ語らなかった事実、自分の生きてきた証が、聞き書きによっ

て鮮やかによみがえる。

　自分の生涯を生き生きと語り始めた「聞き書きボランティア」の事例のいくつかを紹介

するなかで、「聴くこと」と「語ること」について、もう少し具体的に考えることにする。

（2）Tさん

　Tさんは、秋田に住む91才の女性の方である。

　9人の子どもがいたが、あいついで3人の娘に先立たれる。そんな母親を心配して、東京

に住む五女が、聞き書きボランティアを依頼。その娘さんは「母は、子どもに先立たれた

つらい経験を心の奥にしまいこみ、身内に語ることもない。初めて母の人生にふれる人が

真剣に聞いてくれることで、もしかしたらことばに出して話すのではないか。話すことで

母の気持ちが軽くなってくれたら」との思いで依頼したという。そんな娘のすすめを、母

親は素直に受けいれた。

　「聞き書き」をきっかけに、家族も、初めて「語られる」Tさんの話しに耳を傾ける。

それは、三十代で亡くなった四女の「死」に対する母親の思いであった。同居している家

族にも話したことがない心のうちを聞き書きボランティアに語るうちに、いままでひとり

でかかえてきた悲しみを少しずつ吐き出していく。

　「聞き書き」がすすむうちに、Tさんが意外な行動をとる。聞き書きボランティアの人

に見てもらいたいものがあるといって、仏壇の引き出しから亡くなった娘さんの形見を取

り出したのである。それは、四女のおさげ髪であった。中学校の時からのばしていたおさ

げ髪を、高校を卒業し就職する時に切り、母親に手渡して上京したものとのこと。もちろ

ん家族の誰も知らないこと。Tさんは「語る」なかで、聞き書きボランティアの人に、ど

うしてもそれを見てもらいたい気持ちが生じたのだろう。

　「語る」なかで、Tさんに生じた変化はもちろんであるが、「語り」「聴く」なかで、　T

さんと聞き書きボランティアの「関係」に生じた変化にも注目したい。

（3）Yさん

　Yさんは、北海道に住む79歳の男性。南米ペルーで生まれ、両親と弟の家族4人で生活

いていた。母と弟が病死し、父親は商売を立て直すために、当時11歳の息子であるYさん

を、日本の祖父母の元に帰すことにした。「父さんもすぐ帰るから、お前は先に帰ってい

なさい」といわれ、そのことばを信じてひとりで帰ってきた。父の帰ってくる日を待つが、
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しかし、それは実現しなかった。

　ペルーのカヤオ港での父との別れが生涯忘れられない記憶として残っているという。自

分は、結局父親に捨てられたのではないかという思いが、港で別れたときから60年間以上、

わだかまりとして心のかたすみにあったという。それを取り除くきっかけが、ある聞き書

きボランティアとの出会いであった。Yさんの人生を3ヶ月にわたり耳を傾けた。

　その聞き書きボランティアは「聞いてあげることは、結果的には、あの方の安らぎにな

ったように思う」といい、「なんかほっとした顔に変わったから・…・・」という。まさし

く、その聞き書きボランティアは「聴くこと」ができたのだ。

　Yさんは、延べ20時間にわたる「語り」のなかで、父親の人生と自分の人生を冷静に見

つめなおし、父親に対する感情が次第に変わっていった。「親の気持ちが良くわかった。

自分以上につらい思いだったのだろう。」といい、「聞き書き」の最後には「恨んでなんか

いませんよ。・・…・本当ですよ……」と父親に語りかけることができるようになってい

た。

　聞き書きボランティアの方も、「ただ聞くだけなのに、なにかいいことをしたみたい」

という。

おわりに

　筆者がこれまでにかかわってきた学生たちの「聴くこと」と「語ること」についての感

想（18）をいくつか紹介して、この稿を終わりにしたい。

A君「・…・・私は自分自身を表現したいとは思っていない。いまは、自分を表現するほど

生きていないからだと思う。……いつか自分も誰かに話したくなるかも知れない。その

時、自分の人生が自信を持って語れるように生きたい。……」

Cさん「・・…・『聴く』ということはとても難しいことだと思っています。ただ単純に、

耳の中を通り過ぎる聞き方は簡単だけれど、心で聴くというのは聴いている人もエネルギ

ーを使うと思うのです。だから耳を傾けて心して聴くというのは覚悟が必要だし、覚悟が

必要だからこそ、愛に通じるのだと思います。……」

E君「……心のケアなどとかっこいいように今までいってきたような気がするが、はっ

きりそれが何なのかは今もよくわからないが、しかし、『話を聴かせていただく』。それも

心のケアのひとつとしてとっても大切なことだと感じた。」

Fさん「……r傾聴する』ということは、一見すべて受身のような気がしていました。

そのため、私は『傾聴』ときくと、『面倒くさい』とかr私にはできない』と思っていま

した。しかし、『傾聴とは、聴くことによって与えられるもの。聴くほうは聴くだけでな

く、自分も何か与えられる。ギブアンドテイクのようなものだ』と感じました。『傾聴』

の力はとても大きな何かを動かすものだと思いました。……
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「現代社会におけるコミュニケーションの諸祖」

　だから傾聴できる人はすてきな人になれるのだと思いました。……」

Gさん「私は授業で、『聴く』ことについてたくさん考えた。私の祖母は身内には自分の

ことをあまり話さない。特に私の父や母には話さない。いや、話さないのではなく、父母

が聞こうとしないのである。父母は祖母のことを知ろうとしない。祖母が具合が悪くなり

入院したとき、看護婦さんにr本当にいっしょに住んでいるんですか』といわれたくらい

だ。私はそのときとても恥ずかしく感じた。身内に自分のことを話さない祖母も、聞き書

きボランティアのように、知らない人には話すのだろうか。父母でなく、私なら話してく

れるかもしれない。そう思った。・・…・」

　この感想のなかで、「『傾聴』とは、一見すべて受身のような気がしていました。……

聴くことによって与えられるもの。聴くほうは聴くだけでなく、自分も何か与えられる。

…… ｾから傾聴できる人はすてきな人になれるのだと思いました。……」という学生

の感想は、筆者に、対人援助における「相互性」について考える気づきを与えてくれた。

この稿では、その「相互性」については、すこしふれただけで深め切れていないが、今後

深めていきたい視点である。
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